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2023.10.11 飯塚伸夫 (会計／1978流星) 
2023年度第 5回世話役会 資料 【別紙 1】   
 
年会費前納に関する件           ※総会の資料とする前提で作成しています︕ 
 
年会費は、対面行事が減った昨今は大半が口座振込によるため、その手数料や手間を軽減できる会費前納の 
検討を世話役会で行った。総会でその検討結果と運用案を示し、承認されれば 2024年度から運用する。 
 
１．会費の現状 
 ・年に数件、「過年度分」または「寄付」の理由で会費数年分が振り込まれており、会計報告時に収入の科目 
を「会費(当年度分)」、「会費(過年度分)」「寄付金」に分けて金額を管理している。 

 
２．会費前納の課題と検討結果 
No. 課題・意見 検討結果 世話役会審議 

1 会計の手間が増えないか 
前納の管理が増えるが、毎年入金時の帳簿記録・ 
重複確認等の工数が 1度で済むので変わらない。 

第 2回 

2 
将来会費変更時に 
差額の追徴・返金要否 

追徴・返納は行わない。それを前提で前納する。 
その旨を運用文書に明示する。 

第２回 
第 3回 

3 
前納時の会計への連絡、 
会計から前納者への連絡 

前納時は、会計宛に振込金額と内訳(当年分＋前納何
年分)を連絡する。会計は確認後に受領の連絡をする。 

第 2回 

4 
会計報告時の対応、 
会計交代時の対応 

会計報告書には内訳不要、前納分のリストを作り会計監
査時に共有する。会計交代時はそのリストで引継ぎ可能。 

第 2回 

5 
会費前納=活動継続の 
足枷にならぬよう留意 

会費前納＝活動継続の足枷にならぬよう、万一活動休
止解散などでも返納は行わない旨を運用文書に明示。 

第 3回 

6 
規約改正の要否、 
会員への周知方法 

規約改正までは不要。運用に関する案内文書を作り、総
会で報告、HP・メール等で周知可能。 

第 2回 

7 前納のリスクヘッジ 当年＋前納の期間を最大５年に制限する。 第 3回 
 
３．規約確認 
 規約の会計・会費に関する条文（下記）を確認し、規約に支払い時期や支払い方法を明示するのは、規約
全体の粒度に馴染まないため規約改正は不要とし、上表 No.6のように案内文書での周知とする。 
第１章 [総則］ 
 第 4 条 
  本会会員は、本会議決機関及び年間行事等に参加する権利を有する 
  また本会運営に関して協力し本規約を遵守し、且つ総会により決定した会費を納入する 
 
第２章 [運営︓活動] 
 第 5 条 
  4 会計は、会費の徴収、銀行口座の管理及び収支計算書作成を行う 
 
第 4 章［会計］ 
 第 17 条 
  会費は、総会の決定による 
 第 18 条 
  会計報告は、次年度当初の総会において会計又は会計補佐が行う 
  会計、会計補佐不在の場合は世話役が行う 
  2 会計年度は、11 月より翌年の 10 月迄とする 
  3 会計が適正であることを確認するため会計監査を行う 
   会計監査は会計、会計補佐以外の世話役が行う 
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４．案内文書（案） 

会費の前納について 
 
会費の納入の大半が口座振込となっている現状を踏まえて、会費前納について次の運用をする 
事としました。会費前納の運用は、金融機関での手続きを軽減したいと考える会員の便宜を 
図るための施策で前納を強いるものではない事をご理解願います。 

 
１．留意事項 
 会費前納時は、次の事項をご確認いただき了承願います。 
 (1) 前納会費の年額は当年度の会費を基準とし、総額は当年を含めて最長 5年分とします。 
    （2024年度の年会費が 2,000円の場合、2000円×5年=1万円） 
 (2) 年会費は総会で決定しますが、将来増額・減額の場合、追徴・返納はしないものとします。 
 (3) 万一、将来的に活動の縮小・休止・解散等が生じた場合にも、前納会費は返納しません。 
 
２．会計への連絡 
2.1 会費前納時は振込手続きから 1週間以内に、会計宛に次の事項を e-mail等で連絡するもの
とします。 
 (1) 入学年、所属班、氏名 （入学年と所属班は同姓同名の識別用です） 
 (2) 金額と内訳 
  《内訳記載例》  （前納分か従来からの過年度分や寄付かを区別が必要です） 

ケース 内訳記載例 
前納 ■金額︓10,000円 ■内訳︓当年分＋前納 4年分 
過年度 ■金額︓6,000円 ■内訳︓当年分＋過年度 2年分 

過年度＋前納 ■金額︓8,000円 ■内訳︓当年分＋過年度 1年分＋前納 2年分 
前納＋寄付 ■金額︓5,000円 ■内訳︓当年分＋前納 1年分＋寄付 1,000円 

2.2 会計は、2.1項の連絡を受領後、入金を確認して結果を返答するものとします。 
 
３．前納分の管理 
3.1 会計は出納帳とは別に前納分の管理台帳を作り、会計監査時に報告するものとします。 
  《管理台帳例》 
会計年度 入金日 入学年 所属班 氏名 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2024 12/12 1984 太陽 湘南太郎 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2024 1/20 2000 惑星 札幌次郎 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2024 2/4 1970 彗星 熊本三郎 ✓ ✓     
2024 2/28 2016 神話 清水四郎 ✓ ✓ ✓    

内訳 会費 当年分 8,000円 8,000      
会費 前納分 22,000円  8,000 6,000 4,000 4,000 0 

3.2 会計報告の収入の科目に「会費(前納分)」を設けて金額を明記するものとします。 
 
４．本文書の見直し 
 本文書は会計および会計補佐が会員から質問意見等も踏まえて都度見直し、必要に応じて世話役への 
報告により改正するものとします。 

以上    
以上 


